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国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療

平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入・
脱
退
の
届
出
や

国
民
健
康
保
険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
納
付
相
談
な
ど
で
、
平
日
の
日
中
に
来

納
税
に
は
便
利
な

�

口
座
振
替
の
利
用
を

　

個
人
市
民
税・
府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、

固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
お
よ
び
軽
自
動

車
税（
種
別
割
）の
納
税
に
は
、
便
利
な
口
座

振
替
を
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
４
年
度
分
口
座
振
替
の
申
し

込
み
や
変
更
は
、
３
月
３１
日（
木
）ま
で
に
納

税
課
ま
た
は
市
内
金
融
機
関
な
ど
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

　
す
で
に
利
用
し
て
い
る
人
は
、
自
動
継
続

さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
納
税
課
窓
口
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
み
で
簡
単
に
口
座
振
替
の
登
録
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問�

納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

門
真
税
務
署
よ
り

確
定
申
告
に
関
す
る
一
般
的
な
質
問　

　
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」や「
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
ま
た
は

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
）」で
解
決
！

　

門
真
税
務
署（
０
６
・
６
９
０
９
・
０
１

８
１
）→
自
動
音
声
案
内
に
し
た
が
っ
て

「
１
」を
選
択
→「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」へ
つ

な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
タ
ッ

ク
ス
ア
ン
サ
ー
」や「
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
」も

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
市
税
の
納
付

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・
都
市
計
画
税
お
よ
び
軽
自
動
車

税（
種
別
割
）を
納
め
て
い
な
い
人
は
、
至
急

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
ま
で
に
納
付

が
な
い
場
合
、
納
付
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に

応
じ
て
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
な
ど
）に
対
し
差
し
押
さ
え
、
公
売
な

策
の
一
環
と
し
て
、
税
務
署
内
で
対
面
に
よ

る
一
般
的
な
内
容
の
税
務
相
談
は
原
則
行
い

ま
せ
ん
。

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

�

確
定
申
告
が
で
き
ま
す
！

　
給
与
所
得
が
あ
る
人
、
年
金
収
入
や
副
業

な
ど
の
雑
所
得
が
あ
る
人
な
ど
は
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
専
用
画
面
を
利
用
で
き
ま
す
。
ぜ

ひ
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ

ス
ク

℡�

０
５
７
０
・
０
１
・
５
９
０
１（
全
国
一

律
市
内
通
話
料
金
）

確
定
申
告
書
の
作
成・相
談　

　
確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
は
入
場
整
理
券

が
必
要
で
す
。
入
場
整
理
券
は
会
場
で
当
日

配
布
し
ま
す
が
、
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通
し
た
オ
ン

ラ
イ
ン
事
前
発
行
も
可
能
で
す
。

注�

入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
応
じ
て
、
後

日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
名「
国
税
庁
」

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｉ
Ｄ「
＠kokuzei

」

　
来
署
の
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し

ま
す
。マ
ス
ク
を
着
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

入
場
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

時�

２
月
１６
日（
水
）～
３
月
１５
日（
火
）午
前
９

時
～
午
後
５
時（
土・日
、
祝
日
を
除
く
）

注�

受
け
付
け
は
午
後
４
時
ま
で
。
混
雑
状
況

に
よ
り
早
め
に
受
け
付
け
を
終
了
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

時�

守
口
門
真
商
工
会
館（
門
真
市
殿
島
６－

４
）

注�

▽
２
月
２０
日（
日
）お
よ
び
２
月
２７
日（
日
）

は
開
設
し
ま
す
。

　

�

▽
会
場
内
に
筆
記
用
具
な
ど
は
用
意
し
て

お
り
ま
せ
ん
の
で
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
計
算

器
具
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�

▽
期
間
中
は
門
真
税
務
署
庁
舎
内
に「
申

告
書
作
成
会
場
」は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

�

▽
作
成
済
み
の
確
定
申
告
書
な
ど
で
あ
れ

ば
、
郵
送
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

�

▽
還
付
申
告
さ
れ
る
場
合
は
２
月
１５
日

（
火
）以
前
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

問�

門
真
税
務
署

℡�

０
６
・
６
９
０
９
・
０
１
８
１

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の

�

各
種
手
続
き

　
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）は
、

毎
年
４
月
１
日

現
在
の（
原
動

機
付
自
転
車
、

軽
自
動
車
、
小

型
特
殊
自
動
車

お
よ
び
二
輪
の

小
型
自
動
車
）

の
所
有
者
ま
た

は
使
用
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

　
廃
車
、
他
人

へ
の
譲
渡
、
住

所
地
の
変
更
な

ど
は
、
申
請
が

必
要
で
す

（
表
）。速
や
か

に
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
次
の

よ
う
な
事
例
が

見
受
け
ら
れ
ま

す
。
３
月
３１
日

ま
で
に
廃
車
手

続
き
が
行
わ
れ

て
い
な
い
と
、

翌
年
度
分
の
軽

自
動
車
税（
種

別
割
）が
課
税

さ
れ
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
事
例
〉
３
月
に
原
動
機
付
自
転
車（
原
付
バ

イ
ク
）を
廃
品
回
収
業
者
に
処
分
し
て
も

ら
っ
た
。
後
日
、
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の

納
税
通
知
書
が
届
い
た
が
、
な
ぜ
か
？

〈
解
説
〉
自
身
で
廃
車
手
続
き
を
し
な
い
ま

ま
業
者
な
ど
に
原
付
バ
イ
ク
を
引
き
渡
し
た

時
、
そ
の
業
者（
引
き
受
け
人
）が
廃
車
手
続

き
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
登
録
上
の

所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に
軽
自
動
車
税（
種

別
割
）の
納
税
義
務
が
発
生
し
ま
す
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
に
つ
き
信
頼
で
き
る
人
以
外
に
バ

イ
ク
の
引
き
渡
し
な
ど
を
す
る
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
自
身
で
廃
車
手
続
き
を
し
て
お
く

方
が
確
実
で
す
。

問�

課
税
課・税
政
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

ど
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
納
付
せ
ず
に
放
置
す
る
と
予
告
書

を
送
付
し
た
上
で「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収

機
構
」へ
引
き
継
ぐ
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
で
は
、「
差
し

押
さ
え
を
前
提
と
し
た
納
税
交
渉
」、「
少
額

分
納
に
は
応
じ
な
い
」な
ど
の
基
本
方
針
に

基
づ
き
滞
納
整
理
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
放
置
し
た
り
、
後
回
し
に
せ
ず
自
主
的
に

市
税
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
～
１
８
５

４

市税の休日納付相談
　平日、仕事などで忙しい人や、
病気・失業などで市税を納付でき
ない人は利用してください。
時2月27日（日）９：００～１３：００
場納税課
℡０６－６９９2－１８５2～１８５４

生活保護適正化情報ダイヤル
　市民の皆さんから、生活保護の不正受給などに
関することや、本当に生活に困窮しているにも関
わらず、市に相談していない人の情報などを受け
付け、その情報をもとに独自に調査を行います。
　提供された情報は厳密に取り扱い、情報提供者
の個人情報は厳守します。
　市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

問生活福祉課   ℡０６－６９９2－１５９３   Mori_seikatuf@city-moriguchi-osaka.jp

専用電話番号０６－６９９８ －7９2１   受付時間平日９:００～１7:３０

次のような情報をお待ちしています。
▽仕事をしているのに市に報告していない
▽財産があるのに、生活保護費を受給している
▽虚偽の世帯構成で生活保護を受けている
▽ 生活保護受給者を安いアパートに住まわせて保護費を搾取する

など、貧困ビジネスの疑いがある
▽自身の処方薬を他人に渡している
▽本当に生活に困っているのに、市や民生委員に相談していない

国
民
年
金
保
険
料
は

�

口
座
振
替
の
前
納
が
お
ト
ク
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替
で
前
払
い

（
前
納
）す
る
と
保
険
料
が
安
く
な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
通
常
の
翌
月
末
引
き
落
と
し
の

口
座
振
替
を
当
月
末
引
き
落
と
し
に
す
る
と

１
カ
月
あ
た
り
５０
円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

（
初
回
の
み
前
月
の
保
険
料
と
割
引
さ
れ
た

月
の
保
険
料
の
２
カ
月
分
引
き
落
と
し
に
な

り
ま
す
。）

　

こ
の
他
に
も
口
座
振
替
に
よ
る
２
年
前

納
、
１
年
前
納
、
６
カ
月
前
納
の
制
度
も
あ

り
ま
す
。
２
年
前
納
お
よ
び
１
年
前
納
は
２

月
中
に
、６
カ
月
前
納
は
２
月
と
８
月
中
に
、

金
融
機
関
の
窓
口
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
申
込
用
紙
は
、
年
金
事
務
所
、

総
合
窓
口
課
年
金
担
当
、
金
融
機
関
な
ど
に

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
そ
の
他
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納

付
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
割
引
額
な
ど
詳
し
く
は
守
口
年
金
事
務
所

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
守
口
年
金
事
務
所

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
３
０
３
１

庁
が
難
し
い
人
は
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
納
付
相
談
は
内
容
に
よ
り
電
話
で
の
対

応
も
可
能
で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険・

後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
各
種
申
請
は
一

部
を
除
き
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
必
ず
電
話
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

平
日
夜
間　
２
月
２１
日（
月
）・２２
日（
火
）・２４

日（
木
）・
２５
日（
金
）い
ず
れ
も
午
後
５
時
３０

分
～
８
時

休
日　
２
月
２７
日（
日
）午
前
９
時
～
午
後
１

時注�

平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁
の
時
間
帯
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
即
日
の

再
交
付
な
ど
、
一
部
対
応
で
き
な
い
業
務

が
あ
り
ま
す
。

場�・
問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

場�・
問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、
１
５
３

８

車種 原動機付自転車（１2５cc以下）
小型特殊自動車 軽自動車（軽三輪・軽四輪） 軽二輪（１2６～2５０cc）

二輪の小型自動車（2５１cc以上）

手続き・
問い合わせ先

課税課税政担当
℡０６－６９９2－１４５８

軽自動車検査協会
大阪主管事務所・高槻支所
高槻市大塚町４－2０－１
℡０５０－３８１６－１８４１

近畿運輸局　大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町１2－１
℡０５０－５５４０－2０５８

廃車時に
必要なもの

▽ナンバープレート
▽軽自動車税（種別割）原動機付自転車申告済証
▽本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

上記へ問い合わせください。


